
ＰＳＥ法反対運動のための基礎知識

                                                             ( 第１版) 2006.03.09

                                                             びんもょうたん＠２ちゃんねるＯＦＦスレ

　この文章は、私が電気用品安全法について調べたものを、一般の方(反対運動に参加されたい方)向けにまとめたも

のです。ですから、事業主の方などにとっては不十分な内容となっております。事業主の方、もしくは、正確な情報

が必要な方は、経済産業省などが発行したパンフレットなどをご覧下さい。できるだけ正確なものとなるよう注意は

払いましたが、誤りなどがありましたらご容赦下さい。(なお、この文章は、インターネット掲載用に書いたもので

す。)

どうして騒いでるの？

　要するに、2006年４月から、多くの電気製品が、中古で買えなくなってしまうのです。「電気用品安全法」では、

電気製品に「ＰＳＥマーク」を貼ることを義務付けていますが、５年以上前の製品にはついていません。そして、４

月、その移行期間が終了してしまい、中古販売が規制されてしまうのです。

今回の規制のポイントは？

� 法律は既に制定・施行済み(2001年)です。今回は、猶予期限切れにあたります。

� もちろん、2001年以後に製造されたＰＳＥマークのついている製品は、規制されません。

� 全ての電気製品が規制されるわけではありません。パソコンなどは除外されます。再来年以降に猶予期限が切れる

製品もあります。

� この法律は、火事や感電防止が目的で、主に、１００ボルト以上の製品を念頭に作られています。電池駆動のもの

は対象外です。ＡＣアダプター(コブつきのコンセント)で接続するタイプの製品は、ＡＣアダプター部分が対象に

なり、本体は対象になりません。なお、ＡＣアダプター部分は、2008年４月に猶予期限が切れます。

� 業としての製造・販売が規制されます。今、お手持ちの製品を使い続ける分には構いません。要するに、中古品店

で売れなくなるし、事実上買い取ってもらえなくなるのです。プライベートで譲ったり売ったりすることは問題あ

りません。

どのような影響が出るの？

� 対象製品に中古楽器が含まれています。一部のミュージシャンは、いわゆる「ビンテージ」楽器として、今では手

に入らない電子楽器類を利用します。これらのミュージシャンたちにとっては、音楽制作上の大問題です。

� 現在、生産されていない機材が手に入りづらくなります。例えば、昔のゲームマシンが、中古で手に入らなくなっ

てしまいます。ＬＤプレーヤや、βデッキなども、相当手に入れづらくなるでしょう。

� リサイクルショップにとって、経営に打撃となることは、想像に難くありません。ＰＳＥ法制定から５年経った現

在でも、何割かは、ＰＳＥマークなし製品が流通しています。特に、中古業界への告知が遅れた(中古が対象に含ま

れるとの告知があったのが去年の暮れごろらしい)ため、今になって、在庫処分などで慌てているのが現状です。

� 店舗経営者・工場経営者などが機械を買い換えるとき、廃業するとき、倒産したとき、借金をするとき、担保に特

約をつけているとき、資金繰りに行き詰ったとき、困るでしょう。

� 個人としても、中古屋に４～５年前以前に製造された家電製品を引取ってもらえなくなります。そして、それは、

粗大ゴミになりますし、リサイクル料金の負担も出てくるでしょう。
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� 新大学生・社会人、学生サークル、起業家、低所得者などにとって、今後数年間は、中古品を、必要以上の価格で

購入することを覚悟しなければならないでしょう。

� 機械いじり用のジャンク品(半分故障している製品)が手に入りづらくなる恐れがあり、また、電気は必要以上に危

険という印象を与えることによって、間接的に理科離れを後押しする結果になることも想像されます。

� 修理・中古品売買について、修理業者や中古品業者がＰＳＥマークをつけられるという不確かな情報が流れていま

す。情報が曖昧なまま、製造業者以外によってＰＳＥが貼付されれば、万一の事故が起こった際、責任の所在が曖

昧になりかねません。

� 使えるものもゴミとなってしまいます。リユース・リサイクル社会の流れに逆行するのは言うまでもありません。

ワンガリ・マータイさんの「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」の精神に反するでしょう。

何が対象製品か？

　ＰＳＥ法に関しては、電気製品は、次の３種類に分けられます。

①特定電気用品…………………………菱形ＰＳＥ……コンセントやヒーターなど(112品目)

②特定電気用品以外の電気用品………丸型ＰＳＥ……冷蔵庫や電子楽器など(340品目)

③ＰＳＥ法とは無関係な電気製品……ＰＳＥなし……パソコンなど

　ここで、ＰＳＥ法の対象になるのは、①と②です。③は原則関係ありません。①の製品には、いわゆる菱形ＰＳＥ

マークがつき、②の製品には、丸型ＰＳＥマークがつきます。対象製品は、表にまとめられており、表に掲載されて

いないものは、ＰＳＥ法の対象外です。(いわゆるポジティブ・リスト方式)

　なお、コンセント接続のものが対象になります。電池駆動のもの、ＡＣアダプタ経由のものの本体部分は、原則、

対象外です。ＡＣアダプタ部分は、今年４月には問題とならず、再来年４月に問題となります。

� 特に、②の「特定電気用品以外の電気用品」は、「以外」とついていますが、ＰＳＥ法の対象に含まれますので、十分ご注意

下さい。また、法文上では、①と②のみを指して「電気用品」と呼んでいることがあります。こちらもご注意下さい。

パソコンなど(品目指定されて

いないもの全て)

ＰＳＥ法とは

無関係な電気製品

冷蔵庫や電子楽器など

(340品目)

製造者が検査昔の   マーク
(旧乙種)特定電気用品

以外の電気用品

コンセントやヒーターなど

(112品目)

製造者が検査
＋認定検査機関が検査

昔の　 マーク
(旧甲種)特定電気用品

何ができなくなるのか？

　要するに、「事業を行う者」が対象電気用品を販売することが規制されるのです。

２７条１項 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでな

ければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 

★まず、販売(か販売目的陳列)でなければなりません。

　(使用)………お手持ちのＰＳＥマークなし電気製品を、使い続けることは問題ありません。

　(譲渡)………(実質上)譲渡であれば問題になりません。

　(輸出)………あくまで、日本国内の消費者保護の法律ですので、問題ありません。

　(修理)………情報が錯綜しています。ここでは取り上げられません。
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　(レンタル)…販売には該当しません。(リースの場合はご注意下さい。)

　(外国人向)…観光客のおみやげ用であれば、「経済産業大臣の承認」を受ければ、ＰＳＥマークなしでよかった

　　　　　　　りします。国内の消費者が使うものではないからです。

★また、(製造・輸入・販売の)事業としてでなければなりません。これには、一般に、反復・継続性が要求される

でしょう。もっとも、将来に繰り返し行う目的で、最初の１回行えば、事業といえると思われます。

　(単発売買)…事業とはいえません。

　(オークション)…お店としてではなく、普通の個人取引であれば、事業にはなりません。

　　　　　　　お店としてであれば、個人事業主であっても、事業に該当します。

� 販売以外に、工事での設置も規制されます。(28条)

� 製造・販売であっても、研究所内部での使用のように、一般消費者の手に渡る恐れがない場合は、例外的に、「経済産業大臣

の承認」によって、ＰＳＥマークをつける必要がない場合があります。

� あくまで、事業か否かで区分します。法人／個人、営利／非営利、商人性・商行為性で判断しないようご注意下さい。

� 月の取引額が一定額以上だと、取引とみなされてしまうという説があります。そのような通達が出ているそうです。私見です

が、法律上「事業」と明文化されている以上、取引額が一定額を超えたとしても、事業ではない以上、規制対象にはならない
でしょう。通達より法律が優先されるので、通達があったとしても、あくまで「目安」でしかないでしょう。

いつから販売できなくなるのか？

　法律の施行は、2001年4月です。しかし、すぐにに規制を行うことは無理なため、猶予期間として、５年から１０年

の期間が定められています。製品によって、期間は違います。対象製品の表に記載があります。

　猶予期間の間は、ＰＳＥマークをつけなければ、製品を製造できないものの、マークなしの在庫品を販売したり、

マークなしの中古品を販売したりすることができます。

　今回(2006年4月)は、この、最初の(５年の)猶予期限切れにあたります。ほとんどの製品の猶予期間は５年ですし、

また、特に中古製品にとっては、５年(製造に関する猶予を考えれば４年)という期間は短すぎます。そのため、今回

が一番混乱が大きいでしょう。

� なお、「証明書の有効期間」「旧表示による製造猶予期間」が書いてある表がありますが、これらの期間とは全く別物です。

ご注意下さい。

中古品でも対象になるのか？

　対象になります。法文には明文で載っていませんが、経済産業省がそのような見解を発表しています。たとえ、Ｐ

ＳＥ法施行前に作られた製品であっても、ＰＳＥマークを貼っていなければ、売買できなくなります。

　昔の製品には、「〒」マークや、「Ｓマーク」などがついている場合があります。しかし、これらの安全基準に適

合した製品でも、ＰＳＥマークがついていなければ、全く売買できなくなってしまうのです。

� なお、今回の販売規制は、中古品の経年劣化問題とは無関係ですので、ご注意下さい。将来的には、何十年経とうと、ＰＳＥ

つき製品が売買できる一方、今年からは、たった４年前のＰＳＥ非対応品が売買できなくなります。
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ＰＳＥマークを製品につけるにはどうしたらいいのか？

　この点、製品が「菱形ＰＳＥ」か「丸型ＰＳＥ」かによって違ってきます。丸型ＰＳＥは、製造時業者が届出をし

て、適切に製品を管理すれば、それだけで構いません。菱形ＰＳＥは、それに加え、１台を「ＪＥＴ」のような認定

検査機関でテストしてもらわなければいけません。

　①事業届出
書類を提出するだけです。事業開始の後30日以内に出す必要があります。インターネットでもできます。

↓

　②適合性検査(特定電気製品＝菱形のみ)
１台を「ＪＥＴ」などの「認定検査機関」、または、外国の「承認検査機関」に提出し、適合性検査をしてもら

います。ここで発行された適合性検査証明書はきちんと保存しなければなりません。また、証明書には有効期間

がありますので、期限切れの場合は、再び適合性検査をしてもらうことが必要です。

↓

　③製造(技術基準適合義務)
製品(量産品のことです)を作ります。その時、定められた安全基準(技術基準)に従って、製造しなければならな

いということです。

↓

　④検査(検査等の義務)
きちんと検査する義務が生じます。検査については、施行規則をご覧下さい。

↓

　⑤ＰＳＥマークの貼付(表示の義務)
ここでやっと、ＰＳＥマークを貼る事ができます。(電気製品工場のことはよく知りませんが、まあ、おそらく、

③の段階で貼ってしまうのかもしれません。)ＰＳＥマークは、どこかからもらってくるものではなく、自分で印

刷を依頼します。フォントなども自由に選べるそうです。

� この説明は、あくまで、新規に製品を製造する場合です。肝心の中古品販売・修理に関してですが、どのような手続きが必要

なのかは今のところ不明です。中古品を売買する方法は全くないという意見もあります。(新聞に載っている記事や、一部の中
古業者が行っている措置ですら、正確な解釈に基づくものかは不明です。)ＰＳＥ法は、本来、中古品を考慮に入れずに制定さ
れたであろう法律なので、そもそも、中古品や修理に関して、一貫した解釈を見つけようとすること自体、無理があるのでは

ないでしょうか。

� これらが遵守されているかを担保するために、①報告徴収②立入検査③改善命令④表示の禁止⑤危険防止命令⑥罰則が定めら

れています。いわゆる「リコール」は⑤に含まれます。販売店にリコールを出すこともできるようになりました。(なお、電気
用品を使っている個人宅に立入検査があるのか？という質問がありましたが、そのようなことはありません。)

罰則はあるのか？

　あります。例えば、ＰＳＥマーク偽装表示や、ＰＳＥマークなしの電気用品販売は、一年以下の懲役もしくは１０

０万円以下の罰金、又は両方の併科になります。さらに、法人の従業員などが犯した場合は、これに加え更に、法人

にも罰金が科されます。

　正確なところは、法律をお読み下さい。法５７条・５８条が、行為を行った「自然人」に対する規定、５９条が、

「法人」に対する規定(両罰規定といいます)です。

会計処理についてはどうなるのか？

　会計処理について正確な点につきましては、財務省・税務署等へお問い合わせ下さい。

★固定資産(備品)
一部に、企業の会計処理に影響を与えるとの説がありますが、基本的には、影響はないはずです。「使うこと」

はできるのですから、普通どおりに耐用年数を通じて、残存価額まで減価償却をする点に変わりはありません。

違いが出てくるのは、「捨てるとき」です。除却損やら廃棄損やらで処理することになるでしょう。

真偽のほどは分かりませんが、固定資産税については、減免はないとの情報があります。税額の算出方法からし
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て、私も減免は厳しいように感じます。

★棚卸資産(在庫)
正確なところは調査中です。おそらく、営業外費用か特別損失にでもなるのでしょう。

そもそもこの法律の沿革は？

　電気製品の安全確保は、戦前は、電気用品取締規則、戦後は、電気用品取締法によって行われてきました。

　1968(昭43)年以降は、電気用品(電気製品全てではない)は「甲種電気用品」と「乙種電気用品」とに分かれまし

た。 〒マークがついている、電気製品をご覧になった方も多いと思いますが、三角形に〒マークがついているのが甲

種、丸に〒マークがついているのが乙種です。甲種は、政府の型式認可を受けなければなりませんでした。また、乙

種は、製造事業者が安全性を自己確認しなければなりませんでした。

　1995(平７)年には、乙種は廃止されました。つまり、乙種製品だったものは、製品の安全性確認に関する義務をな

くしてしまったのです。代わりに、製造事業者が任意に、ＪＥＴなどの第三者機関に、製品の安全性を確認してもら

う「Ｓマーク」が生まれました。

　そして、2001(平13)年、近年の規制緩和の流れで、甲種製品を菱形ＰＳＥに、95年以前の乙種製品を丸型ＰＳＥに

移行させることになったわけです。理由付けとしては①安全性技術の向上②非関税障壁の撤廃の２つです。もっとも

最大の理由は、国際標準にあわせ、非関税障壁を撤廃することにあったといえましょう。〒マークとどこが違うかと

いえば、甲種＝菱形製品の安全性確認を政府が行うのではなく、民間の「認定検査機関」が行うことになったわけで

す。乙種＝丸型製品は、マークづけが再び義務化されました。Ｓマークは、丸ＰＳＥより高い安全性を担保するもの

として、いまなお有用であり、そのまま残されます。

　2002～2004年まで(品目によって違う)に、〒マーク表示の製品は製造が打ち切られ、ＰＳＥマークにとって変わら

れます。そして、前述のとおり、2006～2011年までに販売が禁止されます。

� なお、ＰＳＥの名前の由来ですが、Product Safety of Electorical Applicance and Material の略だそうです。 

ほかの製品安全法令との関係は？

　電気用品安全法は、製品安全４法のうちのひとつとされています。製品安全４法とは、①消費生活用製品安全法②

液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律③ガス事業法④電気用品安全法の４つをさします。それ

ぞれ、順に①ＰＳＣ②ＰＳＬＰＧ③ＰＳＴＧ④ＰＳＥマークで規制されます。それぞれ、似たような枠組みで規制が

行われています。

海外ではどうなっているの？

　国際的には、ＩＥＣ(国際電気標準会議)の定める基準が、スタンダードになっています。もっとも、電気製品事情

は、国によって様々で、普通は、ＩＥＣに国ごとのバリエーション(デビエーションといいます)を付加したものを、

各国が採用しています。そして、日本でも、「電気用品の技術上の基準を定める省令」て、このＩＥＣへのすりあわ

せが行われています。

　ちなみに、ＣＥマークというものが、電気製品の裏側に貼られていることがありますが、これは、欧州のＥＮ規格

に基づくものです。ＥＮ規格も、ＩＥＣをベースにしているとのことです。

　アメリカでは、民間のＵＬマークが、事実上、権威を持っています。一部の州では、ＵＬを義務付けているとのこ

とです。

どのような法改正・政令改正が必要なのか？

　期限は、刻々と迫っています。１日遅れれば、それだけ被害は拡大します。とりあえず、５年の猶予期間を延長し

てもらうことが最優先課題でしょう。

　猶予後に、どのような改正を求めるかについては、大きく分けて２つの系統があり、１つ目は、音楽・ゲーム機の

みを、品目指定から除外してもらう方法、２つ目は、中古品を包括的に除外する方法で、いくつものバリエーション

があります。いずれの方法も、長短がありますが、適切な方法を組み合わせることにより、よい結果が生み出せるも

のと確信しています。長くなるので、詳しくは、別のレポートにまとめようと思っています。
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　また、法・政令改正の際には、消費者の安全を保護する視点や、法的安定性の視点も、当然、忘れてはなりませ

ん。しかし、一方で、安全・法制面ばかりに囚われ、社会生活における妥当性を無視してしまうのも、適当な態度で

はないでしょう。上手な舵取りが求められます。

これっていい法律じゃない？

　電気製品による出火・感電などの事故は、我々が思っている以上に起こっています。(出火だけで年間数千件あるそ

うです。)ですから、消費者保護・安全性の観点から何らかの規制は必要です。しかし、中古品の取り扱いに関して

は、国民の文化生活・経済生活実態を、完全に無視したものであり、その点については、十分に再検討の必要がある

法律だと考えます。いくら安全のためだといっても、立法目的と手段との必要性・合理性に欠ける規制が許されてい

いわけではありません。また、電気製品の安全確保に自己責任の視点を導入した点についても、賛否両論考えられま

し、それに加え、将来においては、「電気用品が一定時間経つと動作しなくなるタイマー」の導入が検討されている

とのうわさがあり、下手をすると、今回のことが、このタイマー導入への布石となりかねないでしょう。

　今のうちに対処すれば、大した労力がかからない上、傷口が広がらないで済みます。もちろん、パニックは禁物で

すが、地道な働きかけは有効なはずです。今こそ、市民の側から何らかのアクションを起こすべきでしょう。

リソース一覧

★法令
電気用品安全法／電気用品安全法施行令／電気用品安全法施行規則／電気用品の技術上の基準を定める省令

六法全書には載っていないので、図書館またはインターネットでお調べ下さい。経済産業省のホームページで

も見られます。

★書籍
　電気用品安全法関係法令集 (社)日本電気協会 2004

電気用品の技術基準の解説 (社)日本電気協会 2004

電気用品安全法入門(理解のためのパートナー) 第4版 (財)電気安全環境研究所(JET) 2003

上記三点は、普通の図書館には置いてありません。省庁の売店などで購入できるそうです。

また、上二点は、経済産業省においてリファレンスとして使われています。

電気用品の事故と安全 青木伸、筒井晟介、渡邊昇治 オーム社 1995

旧法時代の本ですが、図書館で手に入りました。このレポートの参考にしました。

この本のほか、電験３種などの資格試験の本にも、若干解説が載っているようです。

★ホームページ
経済産業省(電気用品安全法のページ)

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/

通達などの情報がまとまっています。法令もここで読めます。

関東経済産業局(電気用品安全法について)

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shohisha/denki/20050401denanhou.html

届出書類などもあります。

　財団法人電気安全環境研究所(ＪＥＴ)

http://www.jet.or.jp/publication/index.html (資料ダウンロードページ)

わかりやすい資料がまとまっています。消費者向け資料がおすすめです。

２ちゃんねるまとめサイト 

http://www8.atwiki.jp/denkianzen/

AntiPSE

http://antipse.org/

反対運動のサイトです。一応、２ちゃんねる発祥ですが、

内容に関しては、常識的なものとなるよう、皆様つとめていらっしゃいます。

                                                                                                                                                                      

� 転載・コピー自由です。

� 内容を改変される場合は、著者名を変更または抹消して下さい。
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